
介護サービス施設等の火災予防について 

峡南広域行政組合消防本部 予防課 

当日、質問させていただきます。ご記入の上ご持参ください。 

防火管理者（責任者）は、全職員に防火に関する知識と情報の共有を推進するリーダーです。 

1   火災が発生しない様に、具体的にどんな注意点がありますか？ 

2   火気の管理状況の確認をしていますか？ 

3  火災が発生したら初期消火を行いますか？ 

4  火災時に、煙対策で窓を開けますか？ 

5  消火を続けますか？ 避難しますか？ 

6  誰から、どうやって避難させますか？ 

7  年に２回以上消防訓練を実施していますか？ 

8  消防用設備を点検し、１年に１回以上消防署に結果報告（報告義務がある場合）していますか？ 

9  防炎物品を使用していますか？（２㎡以上のカーペットやカーテンなど） 

10  避難経路や防火戸の周りに物が置いてありませんか？ 

11  防火管理者の変更時は、消防計画と併せて変更届を出していますか？ 

    （防火管理者を置くこととされている事業所） 


